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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　記録媒体にデータの記録を行う記録装置と接続可能な印刷装置であって、
　前記記録装置と接続されている場合に、記録媒体に記録可能なデータに関する属性情報
を該記録装置より取得する取得手段と、
　前記記録媒体の印刷可能領域に、前記属性情報を利用した印刷を行う印刷手段と、
　前記記録媒体から、該記録媒体を個体識別可能な識別子を読み取る読取手段と、
　前記属性情報と、前記識別子とを対応づけて管理する管理手段と
を備えることを特徴とする印刷装置。
【請求項２】
　前記記録装置より、前記管理手段において第１の識別子と対応づけて管理されている第
１の属性情報の送信要求を受け付ける要求受付手段と、
　前記管理手段における前記第１の属性情報の有無を判定する判定手段と、
　前記判定手段により前記第１の属性情報があると判定された場合に、該第１の属性情報
を前記記録装置に送信する送信手段と
を更に備えることを特徴とする請求項１に記載の印刷装置。
【請求項３】
　前記送信手段は、前記判定手段により前記第１の属性情報がないと判定された場合には
、該第１の属性情報がない旨の通知を前記記録装置に送信することを特徴とする請求項２
に記載の印刷装置。
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【請求項４】
　前記読取手段は、前記記録媒体が前記識別子を有するか否かを判定する識別子有無判定
手段を備え、
　前記識別子有無判定手段により前記記録媒体が前記識別子を有しないと判定された場合
に、前記印刷手段は該識別子を前記記録媒体に印刷することを特徴とする請求項１乃至３
のいずれか１項に記載の印刷装置。
【請求項５】
　前記印刷手段は、
　印刷用のテンプレートデータを格納する格納手段と、
　前記テンプレートデータと、前記属性情報とを利用して印刷用データを生成するデータ
生成手段とを備え、
　前記印刷手段は前記印刷用データにより前記印刷可能領域への印刷を行うことを特徴と
する請求項１乃至４のいずれか１項に記載の印刷装置。
【請求項６】
　前記記録媒体はディスク状記録媒体であることを特徴とする請求項１乃至５のいずれか
１項に記載の印刷装置。
【請求項７】
　前記属性情報には、少なくともデータ名、データ種別、データ生成日時、撮影日時、撮
影モード、シーン抽出画像及びＥＰＧデータのいずれかが含まれることを特徴とする請求
項１乃至６のいずれか１項に記載の印刷装置。
【請求項８】
　記録媒体にデータの記録を行う記録装置と接続可能な印刷装置の制御方法であって、
　前記印刷装置が前記記録装置と接続されている場合に、記録媒体に記録可能なデータに
関する属性情報を該記録装置より取得する取得工程と、
　前記記録媒体の印刷可能領域に、前記属性情報を利用した印刷を行う印刷工程と、
　前記記録媒体から、該記録媒体を個体識別可能な識別子を読み取る読取工程と、
　前記属性情報と、前記識別子とを対応づけて管理する管理工程と
を備えることを特徴とする印刷装置の制御方法。
【請求項９】
　コンピュータを請求項１乃至７のいずれか１項に記載の印刷装置として機能させるため
のコンピュータプログラム。
【請求項１０】
　請求項９に記載のコンピュータプログラムを格納したコンピュータで読み取り可能な記
憶媒体。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、印刷装置及びその制御方法、コンピュータプログラム、記憶媒体に関する。
【背景技術】
【０００２】
　ＣＤ－ＲやＤＶＤ－Ｒといった書き込み可能な記録媒体(以下、ディスク)にエンドユー
ザがデータを記録してオリジナルのディスクを作成することが一般に行われている。従来
、これらオリジナルのディスクのラベルと言えば、手書により直接ディスクの表面にデー
タの内容を書き込んだものか、あるいはシールに内容を書き込んでディスクに貼り付けた
ものであった。近年では、ディスクの表面の印刷領域に印刷可能な印刷機が普及を見せて
おり、エンドユーザでも比較的手軽に高品位なラベルを作成できるようになっている。
【０００３】
　しかし、ディスクの内容と一致したラベルを印刷するにはユーザが適切にラベルを作成
する必要があり、誤ったラベルが印刷されてしまうことを回避する手段は講じられていな
かった。特に、特定の著作権保護機能の下では、誤ったラベルを印刷した場合でも別のデ



(3) JP 4656643 B2 2011.3.23

10

20

30

40

50

ィスクで作り直すことができないため、ユーザに負担を強いることになっていた。この著
作権保護機能の例としては、ＣＰＲＭ（Ｃｏｎｔｅｎｔ Ｐｒｏｔｅｃｔｉｏｎ　ｆｏｒ
　Ｒｅｃｏｒｄａｂｌｅ　Ｍｅｄｉａ）に代表される、個体識別可能なディスクを利用し
てディスクへのデータ記録に制限を設けるものがある。
【０００４】
　これに対し、データの記録装置にラベルの印刷装置を一体化し、データ記録とラベル印
刷を同時に行うことで上記のようなデータとラベルの不一致を回避する装置が提案されて
いる（特許文献１を参照。）。また、書き込みデータとそれに対応したラベル用データと
、さらには記録装置と印刷装置とをサーバで一元管理するディスク記録システムが提案さ
れている（特許文献２を参照）。
【特許文献１】特開平１１－１０２５８３号公報
【特許文献２】特開２００５－３５０１１号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　しかしながら、ディスクの記録装置の普及形態としてはＰＣやＤＶＤレコーダといった
機器に搭載されているものが一般的である。一方、記録装置と印刷装置とを一体化させた
装置をこれらの機器に搭載することは、サイズの制限や操作性の問題から実用化されるに
至っていない。また同様の理由から、ディスク作成の専用機も一般に普及するには至って
いない。
【０００６】
　そこで、本発明は、記録装置と印刷装置とが分離した形態を維持しつつ、簡便にディス
クの内容と一致したラベルを印刷可能とすることを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　上記課題を解決するための本発明は、記録媒体にデータの記録を行う記録装置と接続可
能な印刷装置であって、前記記録装置と接続されている場合に、記録媒体に記録可能なデ
ータに関する属性情報を該記録装置より取得する取得手段と、前記記録媒体の印刷可能領
域に、前記属性情報を利用した印刷を行う印刷手段と、前記記録媒体から、該記録媒体を
個体識別可能な識別子を読み取る読取手段と、前記属性情報と、前記識別子とを対応づけ
て管理する管理手段とを備える。
【発明の効果】
【００１０】
　本発明によれば、記録装置と印刷装置とが分離した形態を維持しつつ、簡便にディスク
の内容と一致したラベルを印刷することができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１１】
　以下、図面を参照して本発明の実施形態を詳細に説明する。
【００１２】
　［第１の実施形態］
　以下、図面を参照して本発明の実施形態を詳細に説明する。
【００１３】
　図１は、本発明を実施するシステムの構成図である。
【００１４】
　１００はディスク記録装置である。１０１はデータ格納部で、ディスクに記録するデー
タが格納されている。データ格納部１０１は例えば、ハードディスク等で構成される。な
お、データには、該データに関する属性情報が併せて格納されている。ここで属性情報と
は、データに関する情報であればどのような情報でも良い。属性情報には、データ名、デ
ータの種別（写真、文書、表データ）、データ生成日時、又は、拡張子が含まれる。また
、データがディジタルカメラで撮像された画像データのような場合には、撮影日時、撮影
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モード、又は、シーン抽出画像などを属性情報とすることができる。これらの属性情報は
いずれか一つを単独で使用することもできるし、複数を組み合わせて使用することもでき
る。以下の実施形態では、これらの属性情報のうち、簡単のためにデータ名のみを用いる
場合について記載するが、他の属性情報及びそれらの組合せも同様に使用できる。
【００１５】
　１０２は識別子読取部で、ディスク記録装置１００に装填されたディスクから、例えば
光学的手段によりディスクに固有の識別子（ディスク識別子）を読み取る。１０３は記録
可能データ検索部で、データ格納部１０１に格納されているデータからディスクに記録可
能なデータを検索する。１０４は属性情報取得部で、装填されたディスクに記録すべきデ
ータを特定するために必要な属性情報の取得を、ラベル印刷装置１１０に対して要求する
。１０５は記録ヘッドで、ディスクへのデータ記録を行う。１０６は、ディスク装填部で
あり、記録・再生用のディスクが装填される。１０７は、ユーザインタフェースであり、
ディスク記録装置１００のユーザからの指示入力を受け付ける。なお、ユーザインタフェ
ース１０７には、所定の画面表示を行う表示部が含まれる。１０８は、ネットワークイン
タフェースである。
【００１６】
　１１０は、ラベル印刷装置である。１１１は、識別子読取部で、ラベル印刷装置１１０
に装填されたディスクから、例えば光学的手段によりディスク識別子を読み取る。１１２
は、属性情報取得部で、ラベル印刷のために必要な属性情報の取得を、ディスク記録装置
１００に対して要求する。１１３は、印刷履歴格納部で、ラベルを印刷したディスクのデ
ィスク識別子とラベル印刷に利用した属性情報とを関連付けて、属性情報テーブルとして
格納し管理する。１１４は印刷ヘッドで、ディスクにラベル印刷を行う。
【００１７】
　１１５は、ディスク装填部であり、記録・再生用のディスクが装填される。１１６は、
ユーザインタフェースであり、ラベル印刷装置１１０のユーザからの指示入力を受け付け
る。１１７は、ラベル生成部であり、ディスクのラベル印刷用のテンプレートデータを格
納し、該テンプレートデータに基づいて印刷用のラベルデータを生成する。
【００１８】
　１１８は、ネットワークインタフェースである。１１９は、ディスク記録装置１００と
ラベル印刷装置１１０を接続するネットワークである。ネットワーク１１９は、例えば、
有線接続による、ローカルエリアネットワーク（ＬＡＮ）であっても良いし、ＵＳＢやＩ
ＥＥＥ１３９４に従いケーブルで両装置が接続されても良い。また、赤外線通信、ＩＥＥ
Ｅ８０２．１１ａ、ｂ又はｇ、ブルトゥースなどの無線通信であってもよい。このように
、本実施形態におけるラベル印刷処理システムは、ディスク記録装置１００とラベル印刷
装置１１０とが接続されて構成される。
【００１９】
　次に、本実施形態に対応するディスクの構成の一例を、図２を参照して説明する。図２
において２００は、ディスク全体を示す。２０１は、ディスクにおける印刷可能領域であ
り、ラベル印刷装置１１０によってラベルを印刷することができる。２０２は、ディスク
を個体毎に識別可能なディスク識別子である。ディスク識別子２０２として、本実施形態
では文字列が記載されている。また、図２に示すディスク２００の裏面は、記録用データ
の記録が可能な領域（記録可能領域）となっている。
【００２０】
　次に、図３のフローチャートを参照して、本実施形態に対応するラベル印刷処理の一例
を説明する。まず、ラベル印刷装置１１０では、ステップＳ３０１において、ディスク装
填部１１５にディスク２００が装填され、ユーザインタフェース１１６を介してユーザか
らラベル印刷指示を受け付けたか否かを監視している。ラベル印刷指示を受け付けた場合
には（ステップＳ３０１において「ＹＥＳ」）、ステップＳ３０２に移行する。ステップ
Ｓ３０２では、属性情報取得部１１２が、ネットワークインタフェース１１８を介してデ
ィスク記録装置１００に対して属性情報の送信を要求する。
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【００２１】
　これに対しディスク記録装置１００では、ステップＳ３０３において、ラベル印刷装置
１１０から属性情報の送信要求を受信したか否かを監視している。もし、送信要求を受信
した場合には（ステップＳ３０３において「ＹＥＳ」）、ステップＳ３０４に移行する。
ステップＳ３０４では、属性情報の送信要求に対し、記録可能データ検索部１０３が、記
録媒体２００に記録可能なデータについてデータ格納部１０１内を探索する。この探索の
結果、記録可能なデータがあった場合には（ステップＳ３０５において「ＹＥＳ」）、ス
テップＳ３０６に移行する。一方、記録可能なデータがなかった場合には（ステップＳ３
０５において「ＮＯ」）、ステップＳ３０７に移行する。
【００２２】
　ステップＳ３０６では、記録可能と判定されたデータの属性情報を記録可能データ検索
部１０３がデータ格納部１０１から取得し、ネットワークインタフェース１０８を介して
、ラベル印刷装置１１０に送信する。一方、ステップＳ３０７では、記録可能なデータが
存在しなかった旨を示すデータ不存在通知を送信する。その後、処理を終了する。
【００２３】
　ラベル印刷装置１１０では、ステップＳ３０８において、ディスク記録装置１００から
送信される属性情報の受信を監視している。もし、属性情報を受信した場合には（ステッ
プＳ３０８において「ＹＥＳ」）、ステップＳ３１０に移行する。属性情報を受信しない
場合には（ステップＳ３０８において「ＮＯ」）、ステップＳ３０９に移行して、データ
不存在通知を受信したか否かを判定する。もし、データ不存在通知を受信した場合には（
ステップＳ３０９において「ＹＥＳ」）、処理を終了する。この際、所定のエラー表示を
行っても良い。データ不存在通知を受信しない場合には（ステップＳ３０９において「Ｎ
Ｏ」）、ステップＳ３０８に戻る。
【００２４】
　ステップＳ３１０では、ラベル生成部１１７が、受信により取得された属性情報に基づ
いて印刷用のラベルを生成する。ラベルの生成は、ラベル生成部１１７に予め格納された
ラベル印刷用のテンプレートデータに、属性情報に基づく文字情報を合成することにより
作成することができる。続くステップＳ３１１では、生成されたラベルを印刷ヘッド１１
４にてディスク２００の印刷可能領域２０１に印刷する。
【００２５】
　更に、ステップＳ３１２では、識別子読取部１１１により、ラベル印刷を行ったディス
ク２００のディスク識別子２０２を読み取る。なお、ここでディスク識別子２０２が予め
ディスク２００に付与されていない場合や、読取不能な場合には、印刷ヘッド１１４を用
いて、新たにディスク識別子２０２を印刷しても良い。その場合には、ディスク２００の
印刷可能領域２０１、或いは、ディスク識別子２０２が付与されているディスク２００の
内周領域に印刷を行うことができる。ステップＳ３１３では、ステップＳ３１２で読み取
られたディスク識別子２０２と、ステップＳ３０８でディスク記録装置１００から受信し
た属性情報とを関連づけて、属性情報テーブルとして、印刷履歴格納部１１３に格納する
。なお、印刷ヘッド１１４を用いてディスク識別子２０２を印刷した場合には、該印刷し
たディスク識別子２０２が属性情報テーブルに登録されることになる。
【００２６】
　属性情報テーブルの例は、図５に示すようになる。ここで、５００は属性情報テーブル
全体を示す。５０１にはディスク識別子２０２が登録される。また、５０２には、属性情
報としてデータ名が登録される。図５では、属性情報としてデータ名のみを記載したが、
テーブルに登録される属性情報の種類はデータ名のみに限定されない。ディスク記録装置
１００から受信した属性情報の全てを登録しても良いし、受信した属性情報のうちラベル
印刷に利用した属性情報のみを登録しても良い。
【００２７】
　以上により、ラベル印刷装置１１０におけるラベル印刷処理が終了する。
【００２８】
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　次に、図４のフローチャートを参照して、本実施形態に対応する、ディスク２００への
データ記録処理の一例を説明する。
【００２９】
　図４において、ステップＳ４０１では、ユーザからユーザインタフェース１０７を介て
た、ディスク装填部１０６に装填されたディスク２００へのデータ記録指示を受け付けた
か否かを監視している。もし、当該指示を受け付けた場合には（ステップＳ４０１におい
て「ＹＥＳ」）、ステップＳ４０２に移行する。ステップＳ４０２では、識別子読取部１
０２が、ディスク２００よりディスク識別子２０２を読み取る。続いて、ステップＳ４０
３において、属性情報取得部１０４が、得られたディスク識別子２０２に対応する属性情
報の送信要求を、ラベル印刷装置１１０に対して行う。これは、ディスク装填部１０６に
現在装填されているディスク２００のディスク識別子２０２と関連づけられた属性情報が
、ラベル印刷装置１１０の印刷履歴格納部１１３に格納されている場合に、該属性情報の
送信を要求するものである。
【００３０】
　ラベル印刷装置１１０では、ステップＳ４０４において、ディスク記録装置１００から
の属性情報の送信要求の受信を監視している。もし、該送信要求を受信した場合には（ス
テップＳ４０４において「ＹＥＳ」）、ステップＳ４０５に進む。ステップＳ４０５では
、該送信要求に含まれるディスク識別子２０２に基づいて、印刷履歴格納部１１３内の属
性情報テーブル５００を探索する。ここで、ディスク識別子２０２に対応する属性情報が
属性情報テーブル５００に登録されている場合には（ステップＳ４０６において「ＹＥＳ
」）、ステップＳ４０７に移行する。一方、そのような属性情報が属性情報テーブル５０
０に登録されていない場合には（ステップＳ４０６において「ＮＯ」）、ステップＳ４０
８に移行する。
【００３１】
　ステップＳ４０７では、属性情報テーブル５００に登録されていた属性情報をディスク
記録装置１００に送信する。ステップＳ４０８では、そのような属性情報が登録されてい
ない旨を示す属性情報不存在通知をディスク記録装置１００に対して送信する。
【００３２】
　ディスク記録装置１００では、ステップＳ４０９において、ラベル印刷装置１１０から
の属性情報の受信を監視している。もし、属性情報を受信した場合には（ステップＳ４０
９において「ＹＥＳ」）、ステップＳ４１１に移行する。ステップＳ４１１では、受信し
た属性情報に対応する記録用のデータを、データ格納部１０１から取得して、ステップＳ
４１３に移行する。
【００３３】
　一方、属性情報を受信しない場合には（ステップＳ４０９において「ＮＯ」）、ステッ
プＳ４１０に移行し、属性情報不存在通知を受信したか否かを判定する。属性情報不存在
通知を受信しない場合には（ステップＳ４１０において「ＮＯ」）、ステップＳ４０９に
戻る。属性情報不存在通知を受信した場合には（ステップＳ４１０において「ＹＥＳ」）
、ステップＳ４１２に移行する。ここで、属性情報不存在通知を受信したということは、
ディスク２００には記録すべきデータを制限するようなラベルが印刷されていないことを
意味する。そこで、ステップＳ４１２では、データ格納部１０１に格納されているデータ
の一覧表をユーザーインタフェース１０７内の表示部に表示して、ディスク２００に記録
すべきデータの選択を受け付ける。データの選択を受け付けた後は、ステップＳ４１３に
移行する。
【００３４】
　ステップＳ４１３では、ステップＳ４１１において取得されたデータ、或いは、ステッ
プＳ４１２において選択されたデータを、ディスク２００の記録可能領域に記録して、処
理を終了する。
【００３５】
　なお、上記の実施形態では、図３のステップＳ３０４において記録可能データ検索部１
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０３が記録可能なデータを検索することとした。しかし、本発明はこのような実施形態に
限定されるものではなく、これ以外の形態も可能である。
【００３６】
　例えば、データ格納部１０１に格納されているデータの一覧をユーザーインタフェース
１０７に表示し、ユーザから記録を行うデータの選択を受け付けるようにしても良い。
【００３７】
　また、記録可能データ検索部１０３が記録可能なデータを検索を行う場合であっても、
データ格納部１０１に格納されている複数の記録可能なデータのうち、所定の条件に合致
したデータを選択するようにしてもよい。ここで、データの選択の条件としては、例えば
、作成日時の順、データ名称の辞書順、データへのアクセス時刻順、などを利用すること
ができる。但し、これらの条件に限定されるものではなく、その他の条件を用いた場合も
本発明の範疇に含まれる。
【００３８】
　また、図４のステップＳ４０１では、データ記録指示を受け付けたか否かに基づいてデ
ィスク２００への記録動作を開始している。しかしながら、該指示を受け付けたか否かに
よらず、ディスク装填部１０６へのディスク２００の装填を検知し、該ディスクが記録可
能な場合（例えば、ブランクメディアの場合）に、ステップＳ４０２以降の処理を開始し
ても良い。これにより、ラベル印刷装置１１０において予め属性情報に基づくラベル印刷
を行っている場合には、自動的に対応するデータの記録を行うことができる。その一方で
、該ラベル印刷を行っていない場合には、ユーザが記録データを選択してデータの記録を
行うことができる。
【００３９】
　また、以上の実施形態においては、ディスク記録装置１００とラベル印刷装置１１０を
構成する各構成要素が各装置内に存在する場合を説明した。しかしながら、各装置の構成
はあくまで一例であって、これに限定されるものではない。例えば、ネットワーク上に分
散した計算機や処理端末などに、装置の一部の構成要素が分散して配置されてもよい。
【００４０】
　更に、以上の実施形態では、ディスクの識別子として文字列が記載されている場合を記
載したが、これ以外にもバーコード、磁気テープ、無線タグ、ホログラフィなどを使用し
てもよいし、これらの組み合わせを使用してもよい。また、複数の識別子を組み合わせて
使用する際に、各々の識別子が異なった識別情報を持つ場合でも、識別情報の間の対応関
係を管理することで本発明は実施可能である。このような場合、ディスク記録装置１００
又はラベル印刷装置１１０の識別子読取部１０２又は１１１は、バーコードリーダー、磁
気ヘッド等対応する読取手段を備える。
【００４１】
　また、以上の実施形態では、ディスク識別子はディスクの印刷面にデータ記録とは別個
に付与されているものを前提としていた。しかし、ディスク識別子をディスクの記録面を
利用して、記録データとは別にディスク記録装置１００において記録することも可能であ
る。その場合には、ラベル印刷装置１１０は、ディスクの記録面の少なくともディスク記
録装置がディスク識別子を記録した領域から、該ディスク識別子を読み取るための識別子
読取部を備えることが好ましい。
【００４２】
　更に、本発明を実施する際の記録装置の他の好適な例としては、ＤＶＤレコーダがある
。この場合の記録媒体としては記録可能なＤＶＤを利用することができる。また、メタデ
ータとして利用可能な記録データの属性情報には、ＥＰＧ(Electronic Program Guide)デ
ータの一部または全部を含めることができる。
【００４３】
　上記の実施形態におけるデータ格納部１０１は、カムコーダとして実施することもでき
る。より正確には、撮影済みの磁気テープ等の記録メディアを装填し、これらメディアに
保存されているデータを読出し可能な状態にあるカムコーダがデータ格納部として利用可
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能である。例えば、上記のＤＶＤレコーダと組み合わせて磁気テープからＤＶＤメディア
へデータをコピーし、ＤＶＤメディアにラベルを印刷する場合を例に説明する。
【００４４】
　まず、図３に対応するラベル印刷処理について説明する。ラベル印刷装置１１０からデ
ィスク記録装置１００であるＤＶＤレコーダに属性情報の送信要求がなされると（ステッ
プＳ３０２）、該要求を受信したＤＶＤレコーダは（ステップＳ３０３）、ステップＳ３
０４において該送信要求をカムコーダに転送する。カムコーダは装填されたテープに保存
されているデータの属性情報を読み取ってＤＶＤレコーダに送信する。ＤＶＤレコーダは
、受信した属性情報を更にラベル印刷装置１１０に送信する（ステップＳ３０６）。ラベ
ル印刷装置１１０は受信した属性情報を利用して、記録媒体であるＤＶＤメディアにラベ
ルを印刷し、併せて属性情報テーブル５００を作成する（ステップＳ３１０～Ｓ３１２）
。
【００４５】
　次に、図４に対応するデータ記録処理について説明する。ラベルを印刷したＤＶＤメデ
ィアへのデータ記録がユーザから指示されると（ステップＳ４０１）、ＤＶＤレコーダは
装填されたＤＶＤメディアからディスク識別子２０２を取得する（ステップＳ４０２）。
ＤＶＤレコーダは、該ディスク識別子２０２に基づき、ラベル印刷装置１１０に属性情報
の送信を要求する（ステップＳ４０３）。ラベル印刷装置１１０からはラベル印刷に利用
した属性情報が送信され（ステップＳ４０７）、ＤＶＤレコーダが該属性情報を受信する
（ステップＳ４０９）。そこでステップＳ４１１における処理では、受信した属性情報を
カムコーダに転送し、カムコーダ側では対応するデータをＤＶＤレコーダに送信する。ス
テップＳ４１３ではカムコーダから送信されたデータによりＤＶＤメディアへのデータ記
録を行うことができる。
【００４６】
　以上のように、本実施形態によれば、記録媒体へのデータの記録に先だって予めラベル
印刷を行う場合に、後に記録されるデータの属性情報に基づくラベルを生成し、印刷を行
うことができる。また、ラベル印刷済みの記録媒体にデータを記録する際には、ディスク
記録装置１００とラベル印刷装置１１０との間で通信を行い、印刷済みのラベルに対応す
るデータを、ユーザによる選択動作を介さずに自動的に特定することができる。従って、
ラベル印刷装置１１０で印刷したラベルと、ディスク記録装置１００において記録される
データとの間で整合を確実に取ることができ、ユーザがラベルとデータを一致させる手間
が省かれ、ラベル印刷の利便性を改善することができる。
【００４７】
　また、ラベルが印刷されていない場合には、任意のデータをユーザが選択して記録を行
うことができるので、ラベル印刷を後に行う（或いは、行わない）場合であっても、記録
媒体への記録動作が制限されることはない。
【００４８】
　［その他の実施形態］
　本発明の目的は前述した実施形態の機能を実現するソフトウエアのプログラムコードを
記録した記録媒体を、システムあるいは装置に供給し、そのシステムあるいは装置のコン
ピュータ（またはＣＰＵまたはＭＰＵ）が記録媒体に格納されたプログラムコードを読み
出し実行することによっても、達成されることは言うまでもない。この場合、記憶媒体か
ら読み出されたプログラムコード自体が前述した実施形態の機能を実現することとなり、
そのプログラムコードを記憶した記憶媒体は本発明を構成することになる。
【００４９】
　プログラムコードを供給するための記憶媒体としては、例えば、フレキシブルディスク
、ハードディスク、光ディスク、光磁気ディスク、ＣＤ－ＲＯＭ、ＣＤ－Ｒ、磁気テープ
、不揮発性のメモリカード、ＲＯＭ、ＤＶＤなどを用いることができる。
【００５０】
　また、コンピュータが読み出したプログラムコードを実行することにより、前述した実
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施形態の機能が実現されるだけでなく、そのプログラムコードの指示に基づき、コンピュ
ータ上で稼動しているOperating System（ＯＳ）などが実際の処理の一部または全部を行
い、その処理によって前述した実施形態の機能が実現される場合も含まれることは言うま
でもない。
【００５１】
　さらに、記憶媒体から読み出されたプログラムコードが、コンピュータに挿入された機
能拡張ボードやコンピュータに接続された機能拡張ユニットに備わるメモリに書きこまれ
た後、そのプログラムコードの指示に基づき、その機能拡張ボードや機能拡張ユニットに
備わるＣＰＵなどが実際の処理の一部または全部を行い、その処理によって前述した実施
形態の機能が実現される場合も含まれることは言うまでもない。
【図面の簡単な説明】
【００５２】
【図１】本発明の実施形態に対応するラベル印刷処理システムの構成の一例を示す図であ
る。
【図２】本発明の実施形態に対応するディスクの構造の一例を示す図である。
【図３】本発明の実施形態に対応する、ラベル印刷処理の一例を示すフローチャートであ
る
【図４】本発明の実施形態に対応する、データ記録処理の一例を示すフローチャートであ
る
【図５】本発明の実施形態に対応する属性情報テーブルの一例を示す図である。

【図１】 【図２】
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